
第３次淡路市総合計画及び第３期淡路市総合戦略策定に係る

第１回 審議会資料
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１． 策定の趣旨

淡路市では、

いつかきっと帰りたくなる街づくり

を将来像とする「第２次淡路市総合計画（2017～2026年度）」（以下、「第２次総
合計画」という。）を策定し、将来像の実現に向けた取り組みを進めています。

近年、新型コロナウイルス感染症の拡大により、働き方の変化、デジタル活用の進
展、人間関係と価値観の変化など、日本社会に大きな影響を及ぼしました。また、所
得の伸び悩みや不安定な政治状況等により、将来への不安が強まる一方となっていま
す。

このような目まぐるしく変わる社会情勢に対応するため、また、歯止めがかからな
い人口減少、その抑制または人口規模に適応しつつ、淡路市で持続的に豊かな暮らし
ができるよう、新たに2027年度を初年度とする、「第３次淡路市総合計画（以下、
「第３次総合計画」という。）を策定します。この「第３次総合計画」は、人口減少
抑制に特化した「総合戦略」を内包させ、新たに改訂予定の「人口ビジョン」ととも
に一体的に策定するものとします。
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２． 総合計画とは

市の最上位計画

「総合計画」は、まちづくりの長期的なビジョン（将来像）や方向性を示すものであり、淡路市の

最上位計画として位置づけられている。

まちづくりの指針としての重要性の高まり

「基本構想」は、まちづくりの基本方針として、かつては地方自治法によってその策定が義務づけられ

ていたが、地方分権の流れの中で、今日ではこうした策定義務は撤廃されているものの、各自治体がま

ちづくりを進めていく上での重要な指針となる計画として、その重要性は以前にも増して高まっている。

「基本構想」と「基本計画」で構成

一般的に「基本構想」と「基本計画」により構成され、「基本構想」では長期的（10年程度）視点から

まちづくりのビジョン（将来像）や方向性を示し、「基本計画」では中期的（5年程度）視点からビジョ

ン（将来像）の実現に向けたまちづくり分野別の目標や施策を示す計画として策定されるものである。

しかしながら、まちづくり分野別の様々な個別計画がそれぞれの法制度等に基づき策定されて事業化され
ている中、新しい「総合計画」のあり方が問われている。 3
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３． 第２次淡路市総合計画
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３． 第２次淡路市総合計画
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３． 第２次淡路市総合計画



４． 総合戦略とは

人口減少抑制策に重点をおいた計画

「総合戦略」は、全国的な人口減少を克服するため、まち・ひと・しごと創生法に基づき、国・都道府

県・市区町村がそれぞれ策定する計画である。

地方創生2.0を踏まえる

国では、「地方創生2.0基本構想」が2025年６月に閣議決定され、総合戦略も2025年中に策定予定であ

る。本市でも、今後はこれを踏まえた地方版総合戦略「第３期淡路市総合戦略」としての視点を持つこ

とが重要である。

ＫＰＩの設定

「総合戦略」では、それぞれの地域の人口動向等を踏まえた政策目標・施策を定めるとともに、客観的

な評価検証ができるようＫＰＩ（重要業績評価指標）の設定が求められている。
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５． 第２期淡路市総合戦略
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５． 第２期淡路市総合戦略
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６． 地方創生2.0基本構想の要点
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６． 地方創生2.0基本構想の要点



７． 策定の基本的な考え方

「第３次総合計画」については、今般の社会情勢等を踏まえ、2026年度中の策定を行う。

❶ 総合戦略および人口ビジョンを一体化した計画づくり

「第３次総合計画」の「基本計画」に「総合戦略」を内包し、一体的な計画づくりを行う。「総合戦略」では「地

方創生2.0」を踏まえ、本市でも若者や女性に選ばれるまちを目指す。

○「人口ビジョン」に示された将来展望について、その後の実績データ等を踏まえた検証を行い、必要に応じて、

目標人口を見直し、「基本構想」に内包した一体的な計画づくりを行う。

❷ バックキャスティング型の計画づくり

「総合計画」の検討にあたっては、現状分析等を通じた解消型課題からまちづくりを考える現在視点の“フォア

キャスティング”思考だけではなく、目指すべき将来像を起点に創造型課題からまちづくりを考える未来視点の

“バックキャスティング”思考の計画づくりを行う。

❸ 幸福実現型の計画づくり

持続可能なまちづくりとして、「心ゆたかな暮らし」（Well-Being）の視点を踏まえた地域幸福度度指標の活用

が求められています。第３次総合計画ではこれをWell-being指標を盛り込み、デジタル化・スマート化も含め市

の施策に伴う、住民の暮らしの変化を可視化するとともに、住民がより共感しやすい、幸福実現型の計画づくりに

つなげる。
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７． 策定の基本的な考え方

➍ 目標管理型の計画づくり

多様な個別計画を体系的に捉え直すとともに、「第３次総合計画」が最上位計画として機能し、様々なまちづくり

分野それぞれを目指すべき方向へと導く目標管理型の計画づくりを行う。

『基本構想』は都市の目指す姿・目標を示し、『基本計画』は分野別の目指す姿・目標を示すこととし、その実現

方策（手段）については『個別計画』に委ねる。

➎ わかりやすい計画づくり

総合計画に掲載すべき内容を明確にし、ページ数の削減を図り、職員にとっては使いやすく、住民とって見やすい

計画づくりを行う。

必要な情報は掲載しつつも、シンプルに目指すべき方向が示された計画とする。
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ワークショップ

８． 策定体制

18歳以上の市民（3,000票無作為抽出）

市内の中学校に通う生徒（全生徒）

高校生世代（15～17歳）（市内在住の全数）

市外在住者（10,000票）

co
lla

boration

01 アンケート

市内全小学５・６年生対象（Webアンケート）

未来の淡路市にどんなまちになってほしいか」

「将来像に使用するキーワード」

co
lla

boration

02 プレワークショップ

全３回

第１回 まちの将来像の検討

第２回 分野別ビジョンの検討

第３回 市の魅力向上に向けた取組検討

co
lla

boration

03

計画素案に対して、住民よりご意見を集め、計画へ反

映予定
co

lla
boration

04 パブリック・コメント

住民参画

12月実施

集計中 実施中

R8.12月頃
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８． 策定体制

淡路市総合計画審議会条例に基づき、20人以内の

委員で組織する。

市長の諮問により、総合計画の審議を図る

co
lla

boration

01 審議会

淡路市総合計画の策定に関する要綱に基づき、各

部局及び関係機関で組織する。

総合計画及び総合計画に関連する事項を検討する。

co
lla

boration

02 庁内会議

会議体
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９． 策定スケジュール

令和７年度は基礎調査を踏まえた課題整理までを実施
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8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

市の現況把握及び構造の分析

住民アンケート調査等の実施と報告書の作成

現行計画の進捗状況の確認

トップインタビュー

住民ワークショップ等の実施支援

人口ビジョンの検証・見直し

主要課題の整理

審議会 ❶ ❷

令和７年度



９． 策定スケジュール

令和８年度より計画策定に移行し、12月にパブリック・コメント実施予定
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

第３次淡路市総合計画基本構想の策定

第３次淡路市総合計画基本計画・第３期総合戦略策定

第３次淡路市総合計画・第３期総合戦略全体版の策定

パブリック・コメントの実施支援

概要版の原稿作成

計画書及び概要版の印刷製本

❸ ➍ ➎➏ ➐

① ② ③ ④⑤⑥

令和８年度

審議会

庁内会議
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